
 令和８年４月２４日 区長記者会見 事業概要 

【介護保険課】 

資料 3－(2)－① 

事業名 経営安定臨時支援金の支給（介護サービス事業所） 

 

ここがポイント 

・ 人材不足や介護報酬改定により、経営が苦しい介護サービス事業所に   

対し、区が独自支援を実施 

・ 区内介護サービス事業所を対象とした支援 

 

事業の内容 

１． 事業実施に至った経緯、背景など 

・ 福祉や介護サービスへのニーズが高まる一方で、介護サービス事業所は人材不足による採用・人件費の高騰等に

より、経営環境は極めて厳しい状況にある。特に訪問介護事業所は、令和６年度の報酬改定により基本報酬が  

引き下げられ、事業継続が危ぶまれる状況となっている。こうした中、緊急的かつ時限的な対応として、介護   

サービス事業所に対する支援が必要であると判断し、区独自の支援を実施することにした。 

 

２． 目的 

・ 介護サービス事業所の人材の確保等を支援するとともに、訪問介護報酬の減額を緩和し、事業所の経営の安定化

を図ることで、区民に必要な介護サービスの提供体制を維持する。 

 

３． 内容 

① 人材確保支援金：介護人材の確保等を支援するための支援金を支給 

② 訪問介護支援金：訪問介護報酬引き下げの影響を緩和するための支援金を支給（①に上乗せ） 

支援金の種別 区   分 支給金額 

①人材確保支援金 通所・入所・訪問系事業所 1 事業所あたり 15 万円 

②訪問介護支援金 
訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護・看護、

夜間対応型訪問介護事業所 
1 事業所あたり 53 万円 

 

４． 対象 

 令和７年１２月１日時点で、事業を実施している介護サービス事業所（※休止中の事業所を除く） 

① 人材確保支援金：区内介護サービス事業所（通所・入所・訪問系）315 事業所 

② 訪問介護支援金：区内訪問介護事業所等 73 事業所 

 

５． 今後のスケジュール 

・ 令和８年５月１１日～６月１２日   申請受付期間 

・ 令和８年７月中旬            支援金支給予定 

 

 

 

 
 

問い合わせ 介護保険課長  電話：０８０－９８６４－０６２６ 

 



 令和８年４月２４日 区長記者会見 事業概要 

【障害福祉課】 

資料３－（２）－② 

事業名 経営安定臨時支援金の支給（障害福祉サービス事業所） 

 

ここがポイント 

・ 障害福祉サービス事業所の経営にとって要となる「人材の確保」を支援す

るための区独自の支援金 

・ 区内すべての事業所を対象とした支援 

 

事業の内容 

１． 事業実施に至った経緯、背景など 

・ 障害福祉サービス事業所の経営環境は近年厳しさを増しており、令和６年の国内障害福祉サービス事業所の  

倒産・休廃業件数は過去最多となっている。 

・ 昨年１１月に実施した豊島区障害者実態意向調査では、運営上の課題として、区内事業所の約６５％が「職員の 

確保」を挙げている。 

・ こうした中、緊急的かつ時限的な対応として、障害サービス事業所の事業継続に対する支援が必要と判断した。 

 

２． 目的 

・ 人材確保に必要な支援を行い、区民に必要な障害福祉サービスを継続的に提供する。 

 

３． 内容 

・ 事業所の経営安定化に資する、人材確保を目的とした区独自の支援金を支給する（1 事業所あたり 15 万円）。 

 

４． 対象 

令和７年１２月１日時点で、事業を実施しているすべての障害福祉サービス事業所（※休止中の事業所を除く） 

・ 区内障害福祉サービス事業所（289 事業所） 

 

５． 今後のスケジュール 

・ 令和８年５月１１日～６月１２日 申請受付期間 

・ 令和８年７月中旬         支援金支給予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問い合わせ 障害福祉課長  電話：０８０－５００４－１８１２ 

 


